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介護現場における感染対策の手引き（第２版）等について 

 

社会福祉施設等が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活

を継続する上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として、利用

者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要である。 

先般、「介護現場における感染対策の手引き（第１版）等について（令和２年

10 月１日付け老高発 1001 第１号他厚生労働省老健局高齢者支援課他通知）」に

おいて介護現場で必要な感染症の知識や対応方法等、新型コロナウイルス感染

症に限らず、介護現場における感染症への対応力の向上を目的として取りまと

めたところである。 

今般、令和２年 10月以降の新型コロナウイルス感染症に係る動向や令和３年

度介護報酬改定事項等その他所要の見直しを行い、「介護現場における感染対策

の手引き（第２版）」等をとりまとめたので、御了知の上、管内各市町村及び関

係団体等に周知されたい。 

なお、手引き等の概要等については、別添をご参照ください。 

 

○介護現場における感染対策の手引き（第２版） 

○介護職員のための感染対策マニュアル（手引きの概要版） 

○感染対策普及リーフレット（手引きのポスター版） 

【掲載場所】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureish

a/taisakumatome_13635.html 




